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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 基 地 局 と の 間 で 送 受 信 可 能 な 通 信 部 と 、
　 通 話 主 題 関 連 情 報 を 取 得 す る 情 報 取 得 部 と を 備 え 、
　 上 記 通 信 部 は 、 上 記 基 地 局 と の 接 続 を 確 立 す る た め に 複 数 の 通 信 装 置 が 使 用 し 、 送 信 可
能 な 情 報 量 に 制 限 が あ る 共 通 の 通 信 チ ャ ン ネ ル を 用 い て 、 通 信 相 手 先 を 指 定 し た 発 呼 と 略
々 同 時 に 、 上 記 情 報 取 得 部 が 取 得 し た 上 記 制 限 に 応 じ た 量 の 通 話 主 題 関 連 情 報 を 送 信 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 上 記 通 話 主 題 関 連 情 報 を 入 力 又 は 編 集 す る た め の 情 報 操 作 部 を 備 え
る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 複 数 の 通 話 主 題 関 連 情 報 を 保 持 す る 情 報 保 持 部 と 、 上 記 情 報 保 持 部
が 保 持 し て い る 複 数 の 通 話 主 題 関 連 情 報 の 中 か ら 、 使 用 者 に よ る 選 択 指 示 入 力 に 応 じ た 通
話 主 題 関 連 情 報 を 読 み 出 す 情 報 読 出 部 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 少 な く と も １ つ の 通 話 主 題 関 連 情 報 を 保 持 す る 情 報 保 持 部 と 、 予 め
読 み 出 し 設 定 が な さ れ て い る 通 話 主 題 関 連 情 報 を 上 記 発 呼 と 略 々 同 時 に 上 記 情 報 保 持 部 か
ら 自 動 的 に 読 み 出 す 情 報 読 出 部 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】



　 請 求 項 １ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 発 呼 に 対 応 し て 上 記 通 信 相 手 先 か ら 返 信 さ れ て き た 返 答 情 報 を 、 使 用 者 が 認 識 可 能
に 報 知 す る 情 報 報 知 部 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 少 な く と も 上 記 通 信 相 手 先 へ の 通 話 の 目 的 及 び ／ 又 は 通 話 の 重 要 度
を 表 す 情 報 を 、 上 記 通 話 主 題 関 連 情 報 と し て 取 得 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 制 御 局 と の 間 で 送 受 信 可 能 な 通 信 部 と 、
　 通 話 主 題 関 連 情 報 を 取 得 す る 情 報 取 得 部 と を 備 え 、
　 上 記 通 信 部 は 、 通 信 相 手 先 を 指 定 し た 発 呼 の 際 、 当 該 発 呼 に 応 じ て 上 記 制 御 局 に よ り 確
立 さ れ た 個 別 の 通 信 チ ャ ン ネ ル を 用 い て 、 呼 び 出 し 要 求 情 報 と 略 々 同 時 に 、 上 記 通 話 主 題
関 連 情 報 を 送 信 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ７ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 通 信 部 は 、 上 記 呼 び 出 し 要 求 情 報 と 上 記 通 話 主 題 関 連 情 報 と を マ ル チ プ レ ッ ク ス し
て 送 信 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 ７ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 上 記 通 話 主 題 関 連 情 報 を 入 力 又 は 編 集 す る た め の 情 報 操 作 部 を 備 え
る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 ７ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 複 数 の 通 話 主 題 関 連 情 報 を 保 持 す る 情 報 保 持 部 と 、 上 記 情 報 保 持 部
が 保 持 し て い る 複 数 の 通 話 主 題 関 連 情 報 の 中 か ら 、 使 用 者 に よ る 選 択 指 示 入 力 に 応 じ た 通
話 主 題 関 連 情 報 を 読 み 出 す 情 報 読 出 部 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 ７ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 少 な く と も １ つ の 通 話 主 題 関 連 情 報 を 保 持 す る 情 報 保 持 部 と 、 予 め
読 み 出 し 設 定 が な さ れ て い る 通 話 主 題 関 連 情 報 を 上 記 発 呼 と 略 々 同 時 に 上 記 情 報 保 持 部 か
ら 自 動 的 に 読 み 出 す 情 報 読 出 部 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 請 求 項 ７ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 発 呼 に 対 応 し て 上 記 通 信 相 手 先 か ら 返 信 さ れ て き た 返 答 情 報 を 、 使 用 者 が 認 識 可 能
に 報 知 す る 情 報 報 知 部 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 請 求 項 ７ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 少 な く と も 上 記 通 信 相 手 先 へ の 通 話 の 目 的 及 び ／ 又 は 通 話 の 重 要 度
を 表 す 情 報 を 、 上 記 通 話 主 題 関 連 情 報 と し て 取 得 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 基 地 局 と の 間 で 送 受 信 可 能 な 通 信 部 と 、
　 返 答 情 報 を 取 得 す る 情 報 取 得 部 と 、
　 通 話 主 題 関 連 情 報 を 使 用 者 が 認 識 可 能 に 報 知 す る 情 報 報 知 部 と を 備 え 、
　 上 記 通 信 部 は 、 上 記 基 地 局 と の 接 続 を 確 立 す る た め に 複 数 の 通 信 装 置 が 使 用 し 、 送 信 可
能 な 情 報 量 に 制 限 が あ る 共 通 の 通 信 チ ャ ン ネ ル を 介 し て 送 信 さ れ て き た 通 話 主 題 関 連 情 報
を 着 呼 と 略 々 同 時 に 受 信 す る と 共 に 、 上 記 情 報 取 得 部 に て 取 得 し た 返 答 情 報 を 通 信 相 手 先
へ 送 信 し 、
　 上 記 情 報 報 知 部 は 、 上 記 受 信 し た 通 話 主 題 関 連 情 報 を 上 記 着 呼 と 略 々 同 時 に 報 知 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
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【 請 求 項 １ ５ 】
　 請 求 項 １ ４ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 上 記 返 答 情 報 を 入 力 又 は 編 集 す る た め の 情 報 操 作 部 を 備 え る こ と を
特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 請 求 項 １ ４ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 複 数 の 返 答 情 報 を 保 持 す る 情 報 保 持 部 と 、 上 記 情 報 保 持 部 に 保 持 さ
れ て い る 複 数 の 返 答 情 報 の 中 か ら 、 使 用 者 に よ る 選 択 指 示 入 力 に 応 じ た 返 答 情 報 を 読 み 出
す 情 報 読 出 部 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 請 求 項 １ ４ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 少 な く と も １ つ の 返 答 情 報 を 保 持 す る 情 報 保 持 部 と 、 予 め 読 み 出 し
設 定 が な さ れ て い る 返 答 情 報 を 上 記 着 呼 と 略 々 同 時 に 上 記 情 報 保 持 部 か ら 自 動 的 に 読 み 出
す 情 報 読 出 部 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 請 求 項 １ ４ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 少 な く と も 上 記 通 信 相 手 先 へ の 返 答 の 目 的 及 び ／ 又 は 返 答 の 重 要 度
を 表 す 情 報 を 、 上 記 返 答 情 報 と し て 取 得 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 請 求 項 １ ４ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 上 記 着 呼 と 略 々 同 時 に 受 信 し た 通 話 主 題 関 連 情 報 を 保 存 す る 情 報 保
存 部 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 請 求 項 １ ４ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 上 記 着 呼 と 略 々 同 時 に 受 信 し た 通 話 主 題 関 連 情 報 を 、 通 信 相 手 先 と
関 連 さ せ て 上 記 情 報 保 存 部 に 保 存 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 制 御 局 と の 間 で 送 受 信 可 能 な 通 信 部 と 、
　 返 答 情 報 を 取 得 す る 情 報 取 得 部 と 、
　 通 話 主 題 関 連 情 報 を 使 用 者 が 認 識 可 能 に 報 知 す る 情 報 報 知 部 と を 備 え 、
　 上 記 通 信 部 は 、 通 信 相 手 先 か ら の 着 呼 に 応 じ て 上 記 制 御 局 に よ り 確 立 さ れ た 個 別 の 通 信
チ ャ ン ネ ル を 介 し て 、 呼 び 出 し 要 求 情 報 と 略 々 同 時 に 、 通 話 主 題 関 連 情 報 を 受 信 し 、
　 上 記 情 報 報 知 部 は 、 上 記 受 信 し た 通 話 主 題 関 連 情 報 を 上 記 着 呼 と 略 々 同 時 に 報 知 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
　 請 求 項 ２ １ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 通 信 部 が 受 信 す る 上 記 呼 び 出 し 要 求 情 報 及 び 上 記 通 話 主 題 関 連 情 報 は マ ル チ プ レ ッ
ク ス さ れ た 情 報 で あ る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
　 請 求 項 ２ １ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 上 記 返 答 情 報 を 入 力 又 は 編 集 す る た め の 情 報 操 作 部 を 備 え る こ と を
特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
　 請 求 項 ２ １ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 複 数 の 返 答 情 報 を 保 持 す る 情 報 保 持 部 と 、 上 記 情 報 保 持 部 に 保 持 さ
れ て い る 複 数 の 返 答 情 報 の 中 か ら 、 使 用 者 に よ る 選 択 指 示 入 力 に 応 じ た 返 答 情 報 を 読 み 出
す 情 報 読 出 部 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
　 請 求 項 ２ １ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 少 な く と も １ つ の 返 答 情 報 を 保 持 す る 情 報 保 持 部 と 、 予 め 読 み 出 し
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設 定 が な さ れ て い る 返 答 情 報 を 上 記 着 呼 と 略 々 同 時 に 上 記 情 報 保 持 部 か ら 自 動 的 に 読 み 出
す 情 報 読 出 部 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
　 請 求 項 ２ １ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 少 な く と も 上 記 通 信 相 手 先 へ の 返 答 の 目 的 及 び ／ 又 は 返 答 の 重 要 度
を 表 す 情 報 を 、 上 記 返 答 情 報 と し て 取 得 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
　 請 求 項 ２ １ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 上 記 着 呼 と 略 々 同 時 に 受 信 し た 通 話 主 題 関 連 情 報 を 保 存 す る 情 報 保
存 部 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
　 請 求 項 ２ １ 記 載 の 通 信 装 置 で あ っ て 、
　 上 記 情 報 取 得 部 は 、 上 記 着 呼 と 略 々 同 時 に 受 信 し た 通 話 主 題 関 連 情 報 を 、 通 信 相 手 先 と
関 連 さ せ て 上 記 情 報 保 存 部 に 保 存 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
　 互 い に 所 定 の 基 地 局 と の 間 で 送 受 信 可 能 な 少 な く と も 第 １ 及 び 第 ２ の 二 つ の 通 信 装 置 を
備 え 、
　 上 記 第 １ の 通 信 装 置 は 、 上 記 基 地 局 と の 接 続 を 確 立 す る た め に 複 数 の 通 信 装 置 が 使 用 し
、 送 受 信 可 能 な 情 報 量 に 制 限 が あ る 共 通 の 通 信 チ ャ ン ネ ル を 用 い て 、 上 記 第 ２ の 通 信 装 置
へ の 発 呼 と 略 々 同 時 に 、 上 記 制 限 に 応 じ た 量 の 通 話 主 題 関 連 情 報 を 送 信 し 、
　 上 記 第 ２ の 通 信 装 置 は 、 着 呼 と 略 々 同 時 に 受 信 し た 上 記 第 １ の 通 信 装 置 か ら の 上 記 通 話
主 題 関 連 情 報 を 使 用 者 が 認 識 可 能 に 報 知 す る と 共 に 返 答 情 報 を 上 記 第 １ の 通 信 装 置 に 宛 て
て 送 信 し 、
　 さ ら に 上 記 第 １ の 通 信 装 置 が 、 上 記 第 ２ の 通 信 装 置 が 送 信 し て き た 返 答 情 報 を 使 用 者 が
認 識 可 能 に 報 知 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 通 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
　 請 求 項 ２ ９ 記 載 の 通 信 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 上 記 第 １ の 通 信 装 置 は 、 少 な く と も 上 記 第 ２ の 通 信 装 置 へ の 通 話 の 目 的 及 び ／ 又 は 通 話
の 重 要 度 を 表 す 情 報 を 、 上 記 通 話 主 題 関 連 情 報 と し て 送 信 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 シ ス
テ ム 。
【 請 求 項 ３ １ 】
　 請 求 項 ２ ９ 記 載 の 通 信 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 上 記 第 ２ の 通 信 装 置 は 、 少 な く と も 上 記 第 １ の 通 信 装 置 へ の 返 答 の 目 的 及 び ／ 又 は 返 答
の 重 要 度 を 表 す 情 報 を 、 上 記 返 答 情 報 と し て 上 記 第 １ の 通 信 装 置 へ 宛 て て 送 信 す る こ と を
特 徴 と す る 通 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ ２ 】
　 請 求 項 ２ ９ 記 載 の 通 信 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 上 記 第 １ の 通 信 装 置 か ら の 発 呼 に 応 じ て 上 記 第 ２ の 通 信 装 置 へ の 着 呼 を 生 成 す る 制 御 局
を 備 え 、
　 上 記 制 御 局 は 、 上 記 第 １ の 通 信 装 置 が 発 呼 と 略 々 同 時 に 送 信 し て き た 上 記 通 話 主 題 関 連
情 報 を 、 上 記 第 ２ の 通 信 装 置 へ の 着 呼 と 略 々 同 時 に 送 信 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 シ ス テ
ム 。
【 請 求 項 ３ ３ 】
　 互 い に 制 御 局 と の 間 で 送 受 信 可 能 な 少 な く と も 第 １ 及 び 第 ２ の 二 つ の 通 信 装 置 を 備 え 、
　 上 記 第 １ の 通 信 装 置 は 、 上 記 第 ２ の 通 信 装 置 へ の 発 呼 に 応 じ て 上 記 制 御 局 に よ り 確 立 さ
れ た 個 別 の 通 信 チ ャ ン ネ ル を 用 い て 、 呼 び 出 し 要 求 情 報 と 略 々 同 時 に 、 通 話 主 題 関 連 情 報
を 送 信 し 、
　 上 記 第 ２ の 通 信 装 置 は 、 着 呼 と 略 々 同 時 に 受 信 し た 上 記 第 １ の 通 信 装 置 か ら の 上 記 通 話
主 題 関 連 情 報 を 使 用 者 が 認 識 可 能 に 報 知 す る と 共 に 返 答 情 報 を 上 記 第 １ の 通 信 装 置 に 宛 て
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て 送 信 し 、
　 さ ら に 上 記 第 １ の 通 信 装 置 が 、 上 記 第 ２ の 通 信 装 置 が 送 信 し て き た 返 答 情 報 を 使 用 者 が
認 識 可 能 に 報 知 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 通 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ ４ 】
　 請 求 項 ３ ３ 記 載 の 通 信 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 上 記 第 １ の 通 信 装 置 は 、 上 記 呼 び 出 し 要 求 情 報 と 上 記 通 話 主 題 関 連 情 報 と を マ ル チ プ レ
ッ ク ス し て 送 信 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ ５ 】
　 請 求 項 ３ ３ 記 載 の 通 信 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 上 記 第 １ の 通 信 装 置 は 、 少 な く と も 上 記 第 ２ の 通 信 装 置 へ の 通 話 の 目 的 及 び ／ 又 は 通 話
の 重 要 度 を 表 す 情 報 を 、 上 記 通 話 主 題 関 連 情 報 と し て 送 信 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 シ ス
テ ム 。
【 請 求 項 ３ ６ 】
　 請 求 項 ３ ３ 記 載 の 通 信 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 上 記 第 ２ の 通 信 装 置 は 、 少 な く と も 上 記 第 １ の 通 信 装 置 へ の 返 答 の 目 的 及 び ／ 又 は 返 答
の 重 要 度 を 表 す 情 報 を 、 上 記 返 答 情 報 と し て 上 記 第 １ の 通 信 装 置 へ 宛 て て 送 信 す る こ と を
特 徴 と す る 通 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ ７ 】
　 請 求 項 ３ ３ 記 載 の 通 信 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 上 記 第 １ の 通 信 装 置 か ら の 発 呼 に 応 じ て 上 記 第 ２ の 通 信 装 置 へ の 着 呼 を 生 成 す る 制 御 局
を 備 え 、
　 上 記 制 御 局 は 、 上 記 第 １ の 通 信 装 置 が 発 呼 と 略 々 同 時 に 送 信 し て き た 上 記 通 話 主 題 関 連
情 報 を 、 上 記 第 ２ の 通 信 装 置 へ の 着 呼 と 略 々 同 時 に 送 信 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 シ ス テ
ム 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ １ ０ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 本 発 明 の 通 信 装 置 は 、 基 地 局 と の 間 で 送 受 信 可 能 な 通 信 部 と 、 通 話 主 題 関 連 情 報 を 取 得
す る 情 報 取 得 部 と を 備 え て い る 。 そ し て 、 通 信 部 は 、 基 地 局 と の 接 続 を 確 立 す る た め に 複
数 の 通 信 装 置 が 使 用 し 、 送 信 可 能 な 情 報 量 に 制 限 が あ る 共 通 の 通 信 チ ャ ン ネ ル を 用 い て 、
通 信 相 手 先 を 指 定 し た 発 呼 と 略 々 同 時 に 、 情 報 取 得 部 が 取 得 し た 上 記 制 限 に 応 じ た 量 の 通
話 主 題 関 連 情 報 を 送 信 す る 。 こ れ に よ り 、 本 発 明 の 通 信 装 置 は 、 上 述 し た 課 題 を 解 決 す る
。
　 ま た 、 本 発 明 の 通 信 装 置 は 、 制 御 局 と の 間 で 送 受 信 可 能 な 通 信 部 と 、 通 話 主 題 関 連 情 報
を 取 得 す る 情 報 取 得 部 と を 備 え て い る 。 そ し て 、 通 信 部 は 、 通 信 相 手 先 を 指 定 し た 発 呼 の
際 、 当 該 発 呼 に 応 じ て 制 御 局 に よ り 確 立 さ れ た 個 別 の 通 信 チ ャ ン ネ ル を 用 い て 、 呼 び 出 し
要 求 情 報 と 略 々 同 時 に 、 通 話 主 題 関 連 情 報 を 送 信 す る 。 こ れ に よ り 、 本 発 明 の 通 信 装 置 は
、 上 述 し た 課 題 を 解 決 す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 発 明 の 通 信 装 置 は 、 基 地 局 と の 間 で 送 受 信 可 能 な 通 信 部 と 、 返 答 情 報 を 取 得 す る 情 報
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取 得 部 と 、 通 話 主 題 関 連 情 報 を 使 用 者 が 認 識 可 能 に 報 知 す る 情 報 報 知 部 と を 備 え て い る 。
そ し て 、 通 信 部 は 、 基 地 局 と の 接 続 を 確 立 す る た め に 複 数 の 通 信 装 置 が 使 用 し 、 送 信 可 能
な 情 報 量 に 制 限 が あ る 共 通 の 通 信 チ ャ ン ネ ル を 介 し て 送 信 さ れ て き た 通 話 主 題 関 連 情 報 を
着 呼 と 略 々 同 時 に 受 信 す る と 共 に 、 情 報 取 得 部 に て 取 得 し た 返 答 情 報 を 通 信 相 手 先 へ 送 信
す る 。 ま た 、 情 報 報 知 部 は 、 受 信 し た 通 話 主 題 関 連 情 報 を 着 呼 と 略 々 同 時 に 報 知 す る 。 こ
れ に よ り 、 本 発 明 の 通 信 装 置 は 、 上 述 し た 課 題 を 解 決 す る 。
　 ま た 、 本 発 明 の 通 信 装 置 は 、 制 御 局 と の 間 で 送 受 信 可 能 な 通 信 部 と 、 返 答 情 報 を 取 得 す
る 情 報 取 得 部 と 、 通 話 主 題 関 連 情 報 を 使 用 者 が 認 識 可 能 に 報 知 す る 情 報 報 知 部 と を 備 え て
い る 。 そ し て 、 通 信 部 は 、 通 信 相 手 先 か ら の 着 呼 に 応 じ て 制 御 局 に よ り 確 立 さ れ た 個 別 の
通 信 チ ャ ン ネ ル を 介 し て 、 呼 び 出 し 要 求 情 報 と 略 々 同 時 に 、 通 話 主 題 関 連 情 報 を 受 信 す る
。 ま た 、 情 報 報 知 部 は 、 受 信 し た 通 話 主 題 関 連 情 報 を 着 呼 と 略 々 同 時 に 報 知 す る 。 こ れ に
よ り 、 本 発 明 の 通 信 装 置 は 、 上 述 し た 課 題 を 解 決 す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 さ ら に 、 本 発 明 の 通 信 シ ス テ ム は 、 互 い に 所 定 の 基 地 局 と の 間 で 送 受 信 可 能 な 少 な く と
も 第 １ 及 び 第 ２ の 二 つ の 通 信 装 置 を 備 え て い る 。 そ し て 、 第 １ の 通 信 装 置 は 、 基 地 局 と の
接 続 を 確 立 す る た め に 複 数 の 通 信 装 置 が 使 用 し 、 送 受 信 可 能 な 情 報 量 に 制 限 が あ る 共 通 の
通 信 チ ャ ン ネ ル を 用 い て 、 第 ２ の 通 信 装 置 へ の 発 呼 と 略 々 同 時 に 、 制 限 に 応 じ た 量 の 通 話
主 題 関 連 情 報 を 送 信 す る 。 ま た 、 第 ２ の 通 信 装 置 は 、 着 呼 と 略 々 同 時 に 受 信 し た 第 １ の 通
信 装 置 か ら の 通 話 主 題 関 連 情 報 を 使 用 者 が 認 識 可 能 に 報 知 す る と 共 に 返 答 情 報 を 第 １ の 通
信 装 置 に 宛 て て 送 信 す る 。 さ ら に 、 第 １ の 通 信 装 置 は 、 第 ２ の 通 信 装 置 が 送 信 し て き た 返
答 情 報 を 使 用 者 が 認 識 可 能 に 報 知 す る 。 こ れ に よ り 、 本 発 明 の 通 信 シ ス テ ム は 、 上 述 し た
課 題 を 解 決 す る 。
　 ま た 、 本 発 明 の 通 信 シ ス テ ム は 、 互 い に 制 御 局 と の 間 で 送 受 信 可 能 な 少 な く と も 第 １ 及
び 第 ２ の 二 つ の 通 信 装 置 を 備 え て い る 。 そ し て 、 第 １ の 通 信 装 置 は 、 第 ２ の 通 信 装 置 へ の
発 呼 に 応 じ て 制 御 局 に よ り 確 立 さ れ た 個 別 の 通 信 チ ャ ン ネ ル を 用 い て 、 呼 び 出 し 要 求 情 報
と 略 々 同 時 に 、 通 話 主 題 関 連 情 報 を 送 信 す る 。 ま た 、 第 ２ の 通 信 装 置 は 、 着 呼 と 略 々 同 時
に 受 信 し た 第 １ の 通 信 装 置 か ら の 通 話 主 題 関 連 情 報 を 使 用 者 が 認 識 可 能 に 報 知 す る と 共 に
返 答 情 報 を 第 １ の 通 信 装 置 に 宛 て て 送 信 す る 。 さ ら に 、 第 １ の 通 信 装 置 は 、 第 ２ の 通 信 装
置 が 送 信 し て き た 返 答 情 報 を 使 用 者 が 認 識 可 能 に 報 知 す る 。 こ れ に よ り 、 本 発 明 の 通 信 シ
ス テ ム は 、 上 述 し た 課 題 を 解 決 す る 。
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